
（平成２１年８月１２日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 3 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 9 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 5 件

年金記録確認新潟地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



新潟国民年金 事案 783 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち昭和 39 年９月から 40 年３月までの期間及び 40

年６月から 41 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していた

ものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 昭和 38年８月から 40年３月まで 

             ② 昭和 40年６月から 41年３月まで 

    国民年金保険料の納付記録を照会したところ、昭和 38年８月から 40年３

月までの期間及び40年６月から41年３月までの期間の納付事実が確認でき

なかったとの回答を受け取った。 

    私は、申立期間当時、実家で両親と兄弟姉妹４人と同居し、家業の研磨業

を手伝っていたが、小遣い程度の給料をもらっていただけだったので、国民

年金の加入手続や保険料の納付は母に任せていた。同居していた兄と姉の保

険料は納付済みであるにもかかわらず、私の保険料だけが未納とされている

ことに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、その母が、申立人及び申立期間当時同居していた申立人の兄と

姉の保険料を納付していたとしているところ、事実、申立人の申立期間を除

く国民年金加入期間及び兄と姉の国民年金加入期間の保険料はすべて納付

済みであることから、その母の納付意識は高かったものと認められる。 

また、社会保険事務所の記録により、昭和 39年９月 18日を資格取得日（そ

の後、昭和 57年２月ごろに 38年８月 18日に訂正）とし、申立人の国民年

金手帳記号番号は 41年８月 18日に払い出されたことが確認でき、この時点

では、申立期間①のうち 39年９月から 40年３月までの期間及び申立期間②

の保険料については、過年度納付が可能である上、両申立期間の間の 40 年

４月及び同年５月分の保険料が 42 年１月に過年度納付されていること及び、



申立期間以降も３度過年度納付されていることが確認できることを考慮す

ると、納付意識の高い申立人の母が国民年金手帳記号番号の払出し時点で過

年度納付可能な39年９月から40年３月までの期間及び申立期間②の保険料

を過年度納付したと考えても不自然ではない。 

 

２ しかしながら、申立期間①のうち、昭和 38年８月から 39年８月までの期

間については、社会保険事務所の記録及びＡ市役所の被保険者名簿の資格取

得日が 57年２月ごろに記録訂正されるまでの間は 39年９月 18日のままで

あり、申立人の国民年金手帳記号番号払出し時点では、当該期間は無資格期

間として取り扱われていたと考えられることから、保険料の納付はできなか

ったものと推認できる上、申立人に係る資格取得日の記録を訂正した 57 年

２月時点では、当該期間の保険料は時効により納付することができなかった

ものと考えられる。 

また、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧及び氏名検索によっても申立人

に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらない。 

さらに、申立人の保険料を納付していたとするその母は既に他界している

ため、保険料の納付状況は不明である上、当該期間に係る保険料を納付した

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書控等）は無く、ほかに保険料納付

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間①のうち、

昭和39年９月から40年３月までの期間及び申立期間②の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



新潟国民年金 事案 784 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成５年２月から同年 10 月までの国民年金保険料については、付

加保険料を含めて納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 37年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 平成５年２月から同年 10月まで 

    国民年金保険料の納付記録を照会したところ、平成５年２月から同年 10

月までの納付事実が確認できないとの回答を受け取った。 

国民年金保険料の納付は国民の義務だと思っていたので、平成４年 11 月

ごろに、私がＡ市役所Ｂ地区事務所（現在は、Ａ市Ｃ区役所Ｄ出張所）で加

入手続を行い、保険料を納付していた。納付場所は、はっきり覚えていない

が、加入して最初の保険料をＡ市役所Ｂ地区事務所で納めたときに付加年金

の加入を勧められ、翌月から付加保険料もあわせて納付した。私自身が納付

書で払ったのは覚えているので、申立期間の保険料が未納とされていること

に納得がいかない。 
 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は９か月と短期間である上、申立人の年金手帳記号番号は、社会保

険事務所の記録から、平成４年 11 月ごろに払い出されたものと推認でき、こ

の時点では、申立期間の保険料は現年度納付が可能である。 

   また、申立人は、Ａ市役所Ｂ地区事務所で加入して最初の保険料を納付した

際に、付加年金の加入を勧められ、翌月から付加保険料を納付することにした

としているところ、事実、申立期間直前の平成４年 12 月及び５年１月の納付

記録では、付加保険料を納付している上、Ａ市役所では、当時、各地区事務所

において国民年金の加入手続のために訪れた者に対し、付加年金の加入を勧め

ていたとしていることから、申立内容には信憑
ぴょう

性が認められる。 

さらに、申立人は、平成４年 11 月ごろにＡ市役所Ｂ地区事務所において国

民年金の加入手続を行い、同年 12 月から付加保険料を納付し始めたばかりで



あったにもかかわらず、申立期間の保険料を納付しなかったとするのは不自然

である。 
その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を付加保険料を含めて納付していたものと認められる。 



新潟厚生年金 事案 515 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 昭和 35年３月１日から 38年 12月１日まで 

                          ② 昭和 39年３月２日から 41年３月 20日まで 

    社会保険事務所で厚生年金保険被保険者記録を確認したところ、申立期間

について脱退手当金が支給済みとなっていることが分かった。 

    脱退手当金が支給されたとする昭和41年７月12日には結婚により既にＡ

地方からＢ地方に転居していたので、脱退手当金を受給できるはずがない。

再度調査を行い、年金記録の訂正を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務していたＣ社Ｄ営業所において、申立人に係る厚生年金保険被

保険者資格喪失日の前後２年のうちに資格を喪失した女性被保険者 38 人中、

脱退手当金の受給有資格者は 24人であったところ、資格喪失後 180日以内に

脱退手当金の支給記録のある者は２人のみであることから、事業主による代理

請求が行われていたとは考え難い。 

   また、申立人は脱退手当金が支給決定されたことになっている時期には、既

に国民年金に加入し、以後国民年金保険料を納付しており、年金に継続して加

入する意思がうかがわれることから、当時脱退手当金を請求する意思を有して

いたとは考え難い。 

   さらに、Ｃ社Ｄ営業所の厚生年金保険被保険者名簿において、申立人が記載

されているページとその前後 10 ページに記載されている女性のうち、退職後

に脱退手当金の支給記録のある被保険者９人すべての欄に「脱」の表示が確認

できるのに対し、申立人の欄には「脱」の表示は確認できない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



新潟国民年金 事案 785 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 40年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 40年３月まで 

    国民年金保険料の納付記録を社会保険事務所に照会したところ、申立期間

の納付事実が確認できないとの回答を受け取った。 

    当時、市役所から「今、まとめて払うと昭和 36 年４月から加入している

ことにできる。」という内容の書類が送付されたので、妻が夫婦二人分の保

険料として、当時の金額で 20数万円を市役所に納付した。 

    昭和 36 年４月から納付していると思っていたのに、申立期間について国

民年金に未加入とされていることに納得がいかない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 40 年４月１日を資格取得日として

48 年７月に夫婦連番で払い出されており、申立期間は未加入期間とされてい

たことから納付書が発行されず、保険料の納付ができなかったものと考えられ

る。 

また、市役所からの納付勧奨により夫婦二人分の保険料として 20 数万円を

市役所で納付したとしているが、社会保険事務所の記録により、申立人の昭和

40年４月から 45年３月までの期間及び 47年４月から 48年３月までの期間の

保険料は、48年６月 27日に納付されているとともに、45年４月から 47年３

月までの保険料は 50年 12月 17日に納付されていることが確認できるものの、

いずれの時点においても、当時、申立期間を含む保険料をまとめて納付した場

合の保険料総額と大きく乖
かい

離するなど申立内容には不自然な点が認められる。 

さらに、申立人が申立人の国民年金加入手続及び保険料納付を行ったとする

その妻から証言が得られないため、加入状況及び納付状況が不明である上、氏

名検索によっても申立人に別の国民年金手帳記号番号が払出された形跡は見



当たらない。 

加えて、申立期間においてその妻が申立人の保険料を納付したことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書控等）は無く、ほかに保険料の納付をうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



新潟国民年金 事案 786 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 39年７月から 48年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 39年７月から 48年３月まで 

    国民年金保険料の納付記録を社会保険事務所に照会したところ、申立期間

の納付事実が確認できないとの回答を受け取った。 

    当時、市役所から「今、まとめて払うと最初から加入していることにでき

る。」という内容の書類が送付されたので、私が夫婦二人分の保険料として   

当時の金額で 20数万円を市役所に納付した。 

    夫と共に納付していたと確信しているのに、申立期間について国民年金に

未加入とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 48 年４月１日を資格取得日として

48 年７月に夫婦連番で払い出されており、申立期間は未加入期間とされてい

たことから納付書が発行されず、保険料の納付ができなかったものと考えられ

る。 

また、申立人は、市役所からの納付勧奨により夫婦二人分の保険料として

20 数万円を市役所で納付したとしているが、社会保険事務所の記録により、

申立人に係る国民年金手帳記号番号の払出し以降でその夫が保険料を特例納

付したことが確認できる昭和 50年 12 月 17 日時点において、申立期間の保険

料及びその夫の当該時点における未納分の保険料をまとめて納付した場合の

保険料総額と大きく乖
かい

離するなど申立内容には不自然な点が認められる。 

さらに、氏名検索によっても、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出

された形跡は見当たらない。 

加えて、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申

告書控等）は無く、ほかに保険料の納付をうかがわせる周辺事情も見当たらな



い。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



新潟国民年金 事案 787 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38年１月から 41年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 38年１月から 41年３月まで 

    国民年金保険料の納付記録を照会したところ、昭和 38年 1月から 41年３

月までの納付が確認できないとの回答を受け取った。 

昭和49年10月に厚生年金保険に加入するまで町内集金で毎月国民年金保

険料の納付を継続していたので、未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その夫の国民年金保険料と一緒に自身の保険料を町内会の納付組

織に納付したとしているが、申立人及びその夫には、昭和 41年４月 20日に職

権適用と推認できる国民年金手帳記号番号が払い出されており、申立期間は未

加入期間として取り扱われていたと考えられることから、申立人の主張する方

法では保険料を納付することができなかったと推認できる上、その夫に係る申

立期間の保険料は未納となっている。 
また、申立人に係る国民年金手帳記号番号の払出し（昭和 41 年４月）時点

では、申立期間の一部は時効により保険料を納付することができない上、申立

人は保険料をさかのぼって納付した記憶は無いとしている。 

   さらに、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申

告書控等）は無く、ほかに保険料納付をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



新潟国民年金 事案 788 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38年５月から 45年４月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 38年５月から 45年４月まで 

    国民年金保険料の納付記録を照会したところ、申立期間の納付事実が確認

できないとの回答を受け取った。 

    私は、申立期間当時、国民年金のことはすべて母に任せていたが、大学に

在学していた期間、卒業後就職して厚生年金保険に加入していた期間、婚姻

後の昭和 45 年４月までの期間の国民年金の保険料は母が婚姻前に前納して

くれていたはずである。私の兄及び弟ともに 20 歳以降の国民年金保険料は

納付済みであり、母が私の保険料のみを納付しなかったとは考えられないこ

とから、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与しておらず、申

立人の保険料を納付していたとするその母も記憶が曖昧
あいまい

であるため、国民年金

の加入状況及び納付状況が不明である。 

   また、申立人は、婚姻後の昭和 45 年４月までの保険料を母が婚姻前に前納

してくれていたはずであるとしているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、

婚姻後の 46年 10月に払い出されていることが確認できる上、国民年金手帳記

号番号払出簿の縦覧及び氏名検索によっても、申立人に別の国民年金手帳記号

番号が払い出された形跡は見当たらないことから、申立人の主張する前納によ

る保険料の納付を行うことはできなかったと考えられる。 

   さらに、申立人の兄及び弟の申立期間における納付記録は、特例納付等の方

法によりさかのぼって納付されていることがＡ町役場（現在は、Ｂ市役所）の

国民年金被保険者カードの検認記録から確認できるものの、申立人は、その母

が申立人の婚姻後における保険料納付には関与していないとしている上、自身



はさかのぼって保険料を納付した記憶は無いとしているなど、申立期間の保険

料を特例納付により納付したことをうかがわせる事情が見当たらない。 

   さらに、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申

告書控等）は無く、ほかに保険料納付をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



新潟厚生年金 事案 516 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 昭和 18年９月から 19年３月まで 

             ② 昭和 19年８月から 20年８月 13日まで 

    「ねんきん特別便」を見たところ、戦時中に勤めていたはずの期間が厚生

年金保険の加入期間となっていなかった。 

申立期間中は、Ａ市にあった軍の関係工場であるＢ社に勤務していた。当

時、厚生年金保険に加入していたと記憶しているので、再調査をして、申立

期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、両申立期間当時にＡ市にあったＢ社に勤務していたと主張してい

るが、Ａ市において確認できるＢ社は、商業登記簿謄本から昭和 34年９月 22

日に設立されていること、及び社会保険庁の記録から 38 年３月１日に厚生年

金保険適用事業所となっていることが確認できる。 

また、防衛省防衛研究所図書館資料室は、両申立期間当時の軍需関連工場と

してＢ社は確認できないと回答している上、申立人が当時の勤務先の周辺に所

在したと記憶している４社に照会したところ、いずれの会社も当時の資料が無

く、申立期間当時にＢ社があったかどうかについては不明であると回答してい

る。 

さらに、申立人は事業主により給与から厚生年金保険料を控除されていた具

体的な記憶が無く、申立期間に係る厚生年金保険料を控除されていたことを確

認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



新潟厚生年金 事案 517 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 33年 10月から 34年３月ないし同年５月まで 

    厚生年金保険の加入記録について照会したところ、申立期間について厚生

年金保険に加入した記録が無い旨の回答を得た。 

夫の知人が当時Ａ社の営業部長をしていたことから、同社に就職した。こ

のことは私の妹もよく知っている。当時の資料等は無いが、申立期間を厚生

年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人がＡ社Ｂ店に就職する契機となったとする人物の名前が社会保険事

務所の記録から確認できること、及び申立人の妹の証言から、申立人がＡ社Ｂ

店に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、申立人が、申立期間当時、所属していたと主張しているＡ社

Ｂ店における現場部門の複数の従業員が、申立人の名前に記憶は無いと証言し

ている上、同社も、当時の資料が残存していないため、申立人の同社における

勤務事実は確認できないと回答していることから、申立人が同社に勤務してい

た時期及び期間を特定することができない。 

また、Ａ社Ｂ店は、当時の資料が残存していないことから、保険料の控除に

ついては不明であり、また、当時の社会保険加入に係る取扱いについても事実

確認ができないとしている。 

さらに、複数の同僚は、「当時、正社員は新卒で入社した人だけであり、正

社員であれば厚生年金保険に加入していると思うが、臨時雇用者の厚生年金保

険加入については不明である。」と証言している。 

加えて、申立人は、Ａ社Ｂ店に勤務した期間及び厚生年金保険料の控除につ

いての具体的な記憶が無く、申立期間に係る厚生年金保険料を控除されていた



ことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



新潟厚生年金 事案 518 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 大正 13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ①  昭和 21年夏ごろから 22年秋まで 

②  昭和 22年冬から 24年夏まで 

③ 昭和 28年夏から 30年冬まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間の照会をしたところ、申立期間

①から③までについて厚生年金保険に加入した記録が無い旨の回答を受け

取った。 

申立期間①については米軍Ａ基地で施設管理業務に従事し、また、申立

期間②については同基地内の付属施設で勤務していた。申立期間③につい

ては、米軍Ｂ基地内の付属施設に勤務していた。当時の写真を保管してお

り、同僚及び上司の名前の記憶もあるが、60 数年前の戦後の動乱期のこと

で、それ以外証明するものは無い。 

適用事業所として確認できないとの社会保険事務所の回答及び健康保険

に加入している申立期間③が厚生年金保険加入期間でないことに納得でき

ないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、米軍Ａ基地で施設管理業務に従事して

いたが、雇用されていた事業所は同基地外に所在する民間の個人事業所で

あり、当該事業所名及び事業主名は記憶していないと証言していることか

ら、当該事業所における勤務実態が確認できない。 

また、申立人が名前を記憶する同僚二人は、いずれも申立期間①当時、

厚生年金保険被保険者であったことが確認できない上、一人は既に他界し、

他の一人は連絡先が確認できず証言を得られないことから、申立期間にお

ける当該事業所に係る勤務実態及び保険料の控除の有無について確認する



ことができない。 

 

２ 申立期間②について、申立人は、米軍Ａ基地内付属施設に勤務していたと

主張しているが、社会保険庁の記録において、同付属施設は厚生年金保険適

用事業所として確認することができない。 

また、申立人は事業主及び同僚の名前を記憶していないことから、申立期

間における当該事業所における勤務の事実及び保険料控除について確認す

ることができない。 

さらに、駐留軍従業員に対する社会保険制度については、「進駐軍労務者

に対する健康保険及び厚生年金保険法の適用に関する件」（昭和 23年 12月

１日付け保発第 92号厚生省保険局長通知）に基づき、昭和 24年４月１日

から適用されたことから、申立期間②のほとんどが、厚生年金保険に加入

することができなかった期間となる。 

 

３ 申立期間③について、申立人が提出した「厚生年金保険被保険者期間に

ついて」（平成３年４月２日付け、Ｃ社会保険事務所から申立人に発出され

た文書）により、「Ｂ基地内付属施設では、昭和 29年４月 26日から 30年１

月 18日まで健康保険のみ加入の記録があります。」との記載が確認できるこ

とから、当該期間について、申立人が同付属施設に勤務していたことが推認

できる。 

しかしながら、駐留軍従業員については、上述のとおり昭和 24 年４ 月
１日から社会保険が適用されていたものの、「連合国軍要員のうち非軍事的

業務に使用されるに至った者の被保険者資格について」（昭和 26年７月３日

付け保発第 51号厚生省保険局長通知）に基づき、26 年７月１日以降、非軍

事的業務に使用される者は、日本政府の直接の使用人としての身分を喪失し、

連合国軍に使用されることとなった。また、当該通知において社会保険の適

用の見直しがあり、ＰＸ（物の販売の事業）等の適用事業所に使用される者

は強制被保険者となり、ハウス、ホテル等の家事使用人及びクラブ、宿泊施

設、食堂、映画事業等に使用される者は非強制被保険者とされ、それぞれが

適用事業所になった場合において社会保険が適用されることになったもの

の、社会保険庁の記録において、Ｂ基地付属施設が厚生年金保険適用事業所

であったことが確認できない。 

また、申立人が名前を挙げた同僚二人のうち、一人は厚生年金保険被保

険者記録が確認できず、他の一人は昭和 28年６月 30日から 30年４月 1日

まで別の事業所において厚生年金保険の加入記録が確認できるものの、申立

人はこの事業所においても厚生年金保険被保険者として確認できない。 

     

  ４ 申立人は、すべての申立期間について、給与から厚生年金保険料を控除さ



れていた具体的な記憶が無く、厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

 このほか、申立人のすべての申立期間における厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者としてすべての申立期間に係る厚生年金保険

料を各事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 新潟厚生年金 事案 519 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 39年６月まで 

② 昭和 40年４月から 44年４月まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間の照会をしたところ、申立期間

①及び②について厚生年金保険に加入した記録が無い旨の回答を受け取っ

た。 

申立期間①については、Ａ地のＢ社に勤務し給与支払表において保険料

が控除されていた記憶があり、健康保険証で歯科等を受診した記憶もある。

また、申立期間②については、Ｃ社の社長が運営するＤ事業所に入社し、

Ｃ社の社員待遇で勤務していた。このため、両申立期間を厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ｂ社の現事業主は、「保管していた従業員の入退店

の日付が記載されている帳簿に、申立人は、昭和 35 年９月 21 日入店、39

年３月 30日退店と記録されている。」と回答していることから、申立期間①

とは多少期間が相違するものの、申立人が当該期間において同社に勤務して

いたことが推認できる。 

しかしながら、社会保険庁の記録によると、Ｂ社が厚生年金保険の適用

事業所となったのは平成 10年２月１日であることから、申立期間当時、同

社は厚生年金保険適用事業所でなかったことが確認できる。 

また、Ｂ社の申立期間①当時の事業主は既に他界し、現事業主は当時の

資料は無く申立期間①における保険料控除等については不明であると回答

している上、申立人は当時の同僚の姓名を記憶しておらず、同僚の証言を

得ることができないことから、申立期間①における保険料控除について確



認することができない。 

さらに、Ｂ社が加入するＥ国民健康保険組合に、申立期間①当時の加入

者名の資料は保管されておらず、申立人に係る記録を確認することができ

ない。 

 

２ 申立期間②について、申立人が名前を記憶するＤ事業所における同僚が昭

和 43年 11月１日にＣ社で被保険者資格を取得していることから、期間は特

定できないものの、申立人がＤ事業所に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、申立期間②当時におけるＣ社の事業主及びその妻は、申立

人の名前に記憶が無い上、当該事業所が当時、社会保険事務を委託していた

社会保険労務士事務所が保管する同社の台帳（厚生年金保険被保険者資格の

得喪年月日が記載されたもの）に、申立人の名前は記載されていない。 

また、申立人が名前を記憶する同僚二人のうち一人は、Ｃ社に係る厚生年

金保険の記録が確認できるものの連絡先は不明であり、また、他の一人は、

同社及びＤ社に係る厚生年金保険の記録は確認できない。 

さらに、申立人はＤ事業所で営業関係の仕事をしていたと主張しているが、

当時、Ｃ社に勤務していたことが確認できた一人は、申立人を記憶していな

い。 

加えて、事業主は、当時は正社員のみを厚生年金保険に加入させていたと

証言しているが、上記のＣ社に勤務していた人物は、営業関係の仕事をして

いた者は、アルバイトであったと証言している。 

 

３ 申立人は、いずれの申立期間についても給与から厚生年金保険料が控除さ

れていた具体的な記憶が無く、厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

 このほか、申立人のすべての申立期間における厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者としてすべての申立期間に係る厚生年金保険

料を各事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



新潟厚生年金 事案 520 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ：  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和２年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 昭和 20年８月から 21年まで 

                          ② 昭和 21年から 23年まで 

    ねんきん特別便において、申立期間について、厚生年金保険被保険者の記

録が無いことが分かった。 

    申立期間①については、Ａ社に臨時社員として勤務しており、申立期間②

については、Ｂ社に勤務していたので、申立期間を厚生年金保険被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、その当時、Ａ社は既に存在しておらず、また、申立

人は、正確な事業所名及び同僚の氏名について記憶していないことから、申

立人の勤務について確認することができない。 

 

２ 申立期間②について、業務内容に関する申立人の具体的な主張から、期間

及び時期について特定することができないものの、申立人がＢ社に勤務して

いたことが推認できる。 

しかしながら、申立人は、事業主及び同僚の氏名について記憶していない

としているため、同僚等の証言を得ることができない上、申立人が勤務して

いたとするＢ社の親会社であるＣ社は、申立人がＢ社に勤務していた事実を

確認できる資料が無く不明であると回答していることから、申立期間におけ

る勤務について確認することができない。 

  また、社会保険庁の記録から、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所となった

のは、昭和 28年４月 6日であることが確認できる。 

 



３ 申立人は、すべての申立期間について、厚生年金保険料控除について具体

的な記憶が無く、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

  このほか、申立人のすべての申立期間における厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者としてすべての申立期間に係る厚生年金保険

料を各事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 


